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特定福祉用具及び指定介護予防福祉用具販売契約重要事項説明書 

 

 

１．担当する専門相談員 

   (氏  名)  鈴木修一 ・  石井知子 ・ 柿崎康太 ・ 伊藤美紗 ・ 斎藤礼奈 

(連絡先)  ＴＥＬ  ０２３４－２８－９１２３ 

（月曜日から金曜日 午前９時～午後５時まで） 

 サービスについてご相談や不満がある場合は、どんな事でもお寄せ下さい。 

 

２．事業所の概要 

事業所 両羽商事株式会社 

所在地 山形県酒田市卸町１－８ 

開設年月日 平成１２年４月１日 

指定事業所番号 ０６７０８００３２５ 

連絡先 

 

緊急時の連絡先 

TEL  ０２３４－２８－９１２３ 

FAX  ０２３４－２１－００５１ 

TEL  ０８０－６０２５－０５９０ 

管理者の役職名 

管理者の連絡先 

管理者の兼務業務 

管理者 石井知子 

TEL  ０８０－６０２５－０５９０ 

福祉用具専門相談員 

事業所の開設日・時間・営業日 

 

 

営業時間 

月曜日から金曜日 但し、法定休日、12 月 27 日より 

1 月 5 日(年末年始休暇) 8 月 13 日～8 月 15 日(お盆休

暇)を省く 

午前９時～午後５時 

サービス提供実施地域 庄内地区全域 

 

３．当事業所の概要 

事業者名 両羽商事株式会社 

所在地 山形県酒田市卸町１－８ 

連絡先（代表） 

連絡先 

ＴＥＬ  ０２３４－２２－３０２５ 

ＦＡＸ  ０２３４－２６－２４８３ 

法人種別 株式会社 

設立月日 昭和２４年４月２５日 

代表者 鈴木 修一 

法人の行う他の業種 繊維製品卸 
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４．当事業所の職員 

職 種 職 務 内 容 人  員 

 管 理 者 ・ 従事職員と業務の管理  1 人 

 専門相談員 ・ 相談・助言・情報提供 

・ 福祉用具の商品合わせ 

・ 福祉用具の福祉用具の機能・安全性・衛生状態

の点検 

・ 福祉用具貸与後のフォローアップ 

４ 人 

常勤 ４ 人 

 

 

 

５．事業の目的・運営方針 

事業の目的 

 

両羽商事株式会社が開設する福祉用具販売事業所（以下「事業所」）が行

う指定福祉用具販売の事業並びに指定介護予防福祉用具販売（以下「業

務」）の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定

め事業所の専門相談員その他の従業員（以下「専門相談員等」）が要介護

状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な福祉用具（平成１１年

厚生省告示第９４号厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定

福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に

係る特定予防福祉用具の種目を福祉用具とする）を提供することを目的

とする。 

運 営 方 針 

 

事業所の業務は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日

常生活が営むことが出来るよう、利用者の心身の状況、希望及びその置

かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調

整を行い、福祉用具を販売することにより利用者の生活機能の維持又は

改善を図るとともに、併せて利用者を介護する者の負担の軽減を図るよ

うに支援する。 

 事業の実施に当たっては、関係各市町村、地域の保健･医療･福祉サー

ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めることとす

る。 

 

６．提供する指定福祉用具販売事業及び特定介護予防福祉用具販売事業の内容 

（１）「特定福祉用具販売事業及び特定介護予防福祉用具販売」は要介護者などに必要な福

祉用具（要介護者などの日常生活上の便宜または機能訓練のための用具であって、要

介護者などの日常生活の自立を助けるためのもの）のうち、厚生労働大臣が定める特

定福祉用具及び特定介護予防福祉用具を販売する、介護保険上のサービスです。 

（２）事業者は利用者の心身の状況、希望、居住環境などを踏まえて、適切な福祉用具の選

定の援助、取付、調整などを行います。 
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（３）事業者の特定福用具の取り扱う品目は、腰掛便座、特殊尿器、入浴用具、 

簡易浴槽、移動用リフトのつり具、単点杖(松葉杖を除く)多点杖、固定用スロープ 

(可搬型は除く)、歩行器(歩行車は除く)の部分となります。 

用具の詳細はカタログにて詳細をご説明します。 

（４） 購入にあたり、居宅介護支援計画及び介護予防支援計画に基づき、指定介護支援

の介護支援専門員又は指定介護予防支援（地域包括支援センター）の相談員により、

その必要性の検証がなされた上で、事前申請により、特定福祉用具購入費及び特定介

護予防福祉用具購入費の支給を受けることができます。 

 

７．利用料金及び利用者負担 

（１）カタログに表記されている福祉用具の価格となります。 

（２）料金の支払方法は介護保険法に基づき、償還払い方式（一旦利用者が販売費用の額 

(10 割)を支払い、その後市町村に対して保険給付分(負担割合に合わせて)を請求する）

となります。 

（３）介護保険外のサービスになる場合（特定福祉用具購入費及び特定介護予防福祉用具購

入費の限度額を超えた場合を含む）には、全額自己負担となります。 

 

８．サービス提供の記録等 

（１）サービスを提供した際には、あらかじめ定めた書面に、提供したサービス内容、提供

日等の必要事項を記入し、利用者の確認（確認印）を受けることとします。 

（２）事業者は、前項の書面その他の記録を作成完了後５年間は適正に保管し、利用者の求め

に応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。 

 

９．損害賠償 

当事業所が利用者に対して賠償すべきことが起こった場合は、その損害を賠償致します。 

  賠償責任共済にかかる内容については、専門相談員までお問い合わせ下さい。 

 

１０．サービスの苦情相談窓口 

  当事業所は、提供した指定福祉用具販売及び予防介護福祉用具販売に対して利用者から苦情や

相談が合った場合は、速やかに対応を行います。 

 

  サービスの提供に関して苦情や相談がある場合は、以下までご連絡ください。 

（１） 当事業所の苦情相談窓口 

担当者  石井 知子 

 連絡先  ０２３４－２８－９１２３ 

 ＦＡＸ  ０２３４－２１－００５１ 

   （受付時間 午前９時から午後５時まで） 

 緊急時連絡先  ０８０－６０２５－０５９０ 
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（２） 介護保険の苦情や相談に関しては、次の相談窓口があります。 

【酒田市の窓口】 

酒田市役所 健康福祉部 

高齢者支援課介護認定係 

 

所 在 地  酒田市本町二丁目２－４５ 

電話番号  ０２３４－２６－５７３２ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０２３４－２６－５７９６ 

【鶴岡市の窓口】 

鶴岡市役所 長寿介護課 

 

所 在 地  鶴岡市馬場町９－２５ 

電話番号  ０２３５－３５－１２８９ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０２３５－２９－５６５８ 

【遊佐町の窓口】 

遊佐町役場 

健康福祉課 介護保険係 

 

所 在 地  飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴２０２ 

電話番号  ０２３４－７２－３３１１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０２３４－７２－３３１７ 

【庄内町の窓口】 

庄内町役場 

保健福祉課 介護保険係 

 

所 在 地  庄内町余目字町１３２－１ 

電話番号  0234-42-0150／42-0151 

Ｆ Ａ Ｘ  ０２３４－４２－０１５０ 

【三川町の窓口】 

三川町役場 

保健福祉課 介護支援係 

 

所 在 地  三川町大字横山字西田８５番地 

電話番号  ０２３５－３５－７０３１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０２３５－６６－３１３９ 

【公的団体の窓口】 

山形県国民健康保険団体 

介護保険課 

 

所 在 地  寒河江市大字寒河江字久保６ 

電話番号  ０２３７－８７－８００６ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０２３７－８３－３３５４ 

   苦情発生時の対応(体制及び手順)について添付※１を参照 

 

１１．アフターサービス 

（１） 販売品目の故障などの不具合については修理、交換などの対応を行います。 

（２） アフターサービスは当社サービスマンが責任をもって対応します。 

 

１２．事故発生時の対応方法について 

  利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、

利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利
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用者に対する指定福祉用具貸与の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行います。 

   事故発生時の対応(体制及び手順)について添付※２を参照 

１３.その他 

（１） 専門相談員は身分証明書を常に携行し、利用者または家族から求められたときは提示

します。 

（２） 利用者の家族からの要望に応じて、必要事項を利用者に連絡すると同様の通知をその

家族へも行います。 

（３） 利用者は、福祉用具の通常の利用方法に従って使用・管理していただきますようお願

い致します。 

（４） 福祉用具の交換を希望される場合には、できる限り対応致しますので、専門相談員ま

でご相談下さい。 

（５） サービス提供の際の事故やトラブルを避けるために、次の事項にご留意下さい。 

① 専門相談員は、医療行為や年金等の金銭の取扱いは致しかねますので、ご了承下さい。 

② 専門相談員は、介護保険制度上、福祉用具の搬入･据え付け･商品合わせ･使用説明･搬

出を行うとされています。それ以外の業務については出来ませんので、ご了承下さい。 

③ 専門相談員に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させてください。 

 

以上、指定福祉用具販売事業及び特定介護予防福祉用具販売事業提供開始にあたり、利用者に対

して本書面に基づいて重要事項の説明を行いました。 

なお、この重要説明事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合には、利用者にその内容を書

類を交付して説明するか、もしくは郵便で通知します。 

 

 

 

     年  月  日 

 

事業者 所在地 山形県酒田市卸町１－８ 

名 称 両羽商事株式会社  

   
福祉用具専門相談員 鈴 木  修 一   

;  石 井  知 子  

;  柿 崎  康 太  

;  伊 藤  美 紗  

;  斎  藤    礼  奈  

                                   〇印 説明者 
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     私は、本書面により事業者から重要事項の説明を受けました。 

             

利用者 住 所   

名 称  印 

             

上記代理人 住 所   

名 称       続柄  

印 
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（添付※１） 
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（添付※２） 
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